
雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議平

成
十
九
年
五
月
三
十
一
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
人
口
減
少
下
に
お
け
る
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
、
雇
用
情
勢
の
変
化
、
雇
用
・
就
業
形
態
の
多
様
化
等
に
的
確
に
対
応
す

る
た
め
、
若
者
、
女
性
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
、
働
く
希
望
を
持
つ
す
べ
て
の
者
の
就
業
参
加
の
実
現
、
良
質
な
雇
用
の
創

出
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
整
備
等
に
向
け
、
積
極
的
雇
用
政
策
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
。

二
、
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
は
、
政
府
の
雇
用
対
策
の
実
施
に
当
た
り
、
雇
用
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て

の
役
割
を
担
う
中
核
的
機
関
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
役
割
・
機
能
を
一
層
強
化
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
事
業
主
の
努
力
義
務
と
す
る
に
当
た
り
、
年
長
フ
リ
ー
タ
ー
の
正
規

雇
用
化
が
着
実
に
進
む
よ
う
、
実
効
性
の
あ
る
大
臣
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
針
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
労
働

局
及
び
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
関
係
企
業
に
対
し
て
強
力
な
指
導
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
三
十
五
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
も
、
個

々
の
求
職
者
の
状
況
を
踏
ま
え
、
き
め
細
か
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
若
年
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ



ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
）
は
、
地
方
に
お
け
る
若
者
の
雇
用
対
策
の
中
核
的
拠
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
同
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

四
、
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
を
含
め
常
用
雇
用
化
を
望
む
日
雇
い
派
遣
労
働
者
等
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
こ
と
は
喫
緊

の
政
策
課
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
適
切
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

五
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
係
る
年
齢
制
限
の
禁
止
の
義
務
化
に
当
た
り
、
事
業
主
等
へ
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
と
と
も

に
、
真
に
実
効
性
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
従
来
、
例
外
的
に
年
齢
制
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
指
針
に
定
め
ら
れ
て

き
た
事
項
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
必
要
最
小
限
に
限
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
、

民
間
事
業
主
へ
の
義
務
化
を
踏
ま
え
、
本
改
正
の
理
念
の
具
体
化
に
向
け
適
切
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

六
、
不
安
定
な
雇
用
環
境
の
下
で
就
労
す
る
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
環
境
の
改
善
に
向
け
て
具
体
的
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

ま
た
、
外
国
人
雇
用
状
況
報
告
は
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
、
円
滑
な
再
就
職
の
促
進
等
に
確
実
に
役
立
て
る

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
務
大
臣
か
ら
の
情
報
提
供
の
求
め
に
対
し
て
は
、
そ
の
目
的
等
に
照
ら
し
、

必
要
な
範
囲
で
、
適
正
に
対
応
す
る
こ
と
。
特
に
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
従
い
、
そ
の
保
護
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
外
国
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
雇
用
に
お
け



る
国
籍
差
別
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
指
針
に
職
業
安
定
法
第
三
条
及
び
労
働
基
準
法
第
三
条
の
趣
旨
を
明
示
す
る
な

ど
、
適
切
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

七
、
「
技
術
立
国
」
、
「
も
の
づ
く
り
日
本
」
を
掲
げ
る
我
が
国
に
と
っ
て
、
技
能
労
働
者
の
養
成
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
本
改
正
に
よ
り
「
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保
」
の
表
現
が
削
除
さ
れ
て
も
、
そ
の
取
組
が
低
下
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
今
後
と
も
、
関
係
機
関
と
十
分
な
連
携
を
図
り
、
技
能
労
働
者
の
養
成
及
び
技
能
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

八
、
地
域
間
で
雇
用
情
勢
に
大
き
な
格
差
が
見
ら
れ
る
中
で
、
雇
用
対
策
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と

の
密
接
な
連
携
に
よ
り
機
動
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
産
業
政
策
を
は
じ
め
地

域
再
生
に
向
け
た
取
組
と
一
体
と
な
っ
て
、
実
効
あ
る
雇
用
創
出
の
取
組
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
引
き
続
き
、
雇

用
情
勢
の
特
に
厳
し
い
地
域
に
対
す
る
雇
用
対
策
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

九
、
雇
用
対
策
基
本
計
画
の
廃
止
に
よ
っ
て
も
、
雇
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
別
途
、
雇
用
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
労
働
政
策
審
議
会
に

お
い
て
労
使
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
雇
用
施
策
の
実
施
に
関
す
る
方

針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聞
く
と
と
も
に
、
地
方
労
働
審
議
会
に
お
い
て
地
域
の
労
使
の
意



見
を
十
分
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

十
、
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
の
推
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
有
期
労
働

契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
そ
の
雇
用
管
理
の
改
善
や
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
支
援
す
る
た
め
の
施

策
を
講
ず
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
一
、
す
べ
て
の
労
働
者
に
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
）
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
労
働
条
件
の
改
善
、

就
業
環
境
の
整
備
等
の
雇
用
管
理
改
善
に
向
け
た
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


